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はじめに

　1994 年以前に生産された自動車のエアコンの冷媒として使用されていたＣ
ＦＣ（R12）（特定フロン）は、大気中に排出されるとオゾン層を破壊する効
果があるため、オゾン層保護法により段階的に生産を廃止しており、カーエア

コンについては 1994 年中にＨＦＣ（R134a）（代替フロン）への転換が完了
しています。

　しかし、オゾン層保護の観点からは、過去に生産された自動車のエアコンの

中に冷媒として充てんされているＣＦＣが排出しないように、これを回収・破

壊することも大切であり、また、ＨＦＣは、オゾン層を破壊する効果はありま

せんが、温室効果ガスであるので、地球温暖化防止の観点からは、これも回

収・破壊することが求められます。

　これまで、地方公共団体、（社）日本自動車工業会等の自動車関係団体が自

主的に回収制度を運用してきたところですが、平成 13 年 6 月に、特定製品が

廃棄される際にフロン類を回収すること等を義務付けた「特定製品に係るフロ

ン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」が制

定・公布されました。

しかしながら、同法律を円滑に施行し、フロン類の回収・破壊を徹底するた

めには、自動車ユーザー、関係事業者の協力が不可欠であり、国及び関係業界

としてもさらなる普及啓発を行うことが重要です。

　本運用の手引きは、「フロン回収破壊法」の円滑な施行に当たり、法律、政

省令等の考え方を事業者や地方公共団体等の関係者向けに、第二種特定製品

（カーエアコン）に関する事業者の登録関係を中心に解説したものであり、現

在検討されている自動車フロン類管理書の記載内容や費用徴収の仕組み等が決

定されましたら、その詳細については、今秋からの制度本格運用までにお知ら

せいたします。また、今後のさらなる検討や運用状況等を踏まえ、さらに改訂

を重ねる予定です。

Ⅰ．フロン回収破壊法の概要【図１参照】

　１．目的

フロン類の大気中への排出を抑制するため、「特定製品」からのフロン類

の回収・破壊の促進等に関するシステム及び国、地方公共団体、事業者等

の責務を定めたものです。



　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                   

図１．フロン回収破壊法の概略
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２．定義

　①フロン類

「フロン類」とは、オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン（Ｃ

ＦＣ）とハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）、オゾン層破壊物

質ではないが温室効果ガスであるハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）で

す。

以下、第二種特定製品の「フロン類の種類」は、①ＣＦＣ（R12）、②Ｈ
ＦＣ（R134a）の２区分に分類します。

②第一種特定製品及び第二種特定製品

　

　

　

　

　「第一種特定製品」とは、業務用冷凍空調機器、即ちフロン類が充てん

されている業務用のエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器（フロ

ン類が充てんされた自動販売機を含みます。）です。

法第二条第一項：この法律において「フロン類」とは、クロロフルオ

　　ロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質

　　の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（昭和六十三年法律

　　第五十三号）第二条第一項に規定する特定物質であるもの並びに

　　　地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号に掲げる

　　　物質をいう。

法第二条第二項：この法律において「第一種特定製品」とは、次

　　に掲げる機器のうち、業務用の機器（一般消費者が通常生活

　　の用に供する機器以外の機器をいう。）であって、冷媒とし

　　てフロン類が充てんされているもの（第二種特定製品を除

　　く。）をいう。

　　　１　エアコンディショナー

　　　２　冷蔵機器及び冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を有する

　　　　　自動販売機を含む。）

　第三項：この法律において「第二種特定製品」とは、自動車

　　（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条

　　第二項に規定する自動車（政令で定めるものを除く。）をい

　　う。以下同じ。）に搭載されているエアコンディショナー

　　（人用のものに限る。）であって、冷媒としてフロン類が充

　　てんされているものをいう。
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　「第二種特定製品」とは、①被けん引車、②二輪自動車、③特殊自動車を

除く、自動車に搭載されている人用のエアコンディショナーです。①～③に

搭載されているエアコンディショナーには「第一種特定製品」として取り扱

われるものがありますので、注意してください。

※「第一種特定製品」と「第二種特定製品」の区分の例

例．(ア)冷蔵冷凍車：運転席用に使用しているエアコンであれば第二
種特定製品ですが、架装部専用のエアコンは、第一種特定製品。

ただし、運転席部分と架装部分の冷却を一つのコンプレッサー

（冷凍サイクル）で行う方式の冷蔵冷凍車の場合は、第二種特

定製品として取り扱います。

  (イ)ブルドーザー、ホイルクレーン、フォークリフト等：③に該
当するので、運転席部分のエアコンも第一種特定製品、

  (ウ)バスのエアコン：①、②、③に該当せず、かつ、人用なので、
第二種特定製品。

  (エ)鉄道車輌用、船舶用のエアコン：自動車ではないので、第一
種特定製品。

　

　３．フロン類の放出の禁止

何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大

気中に放出してはなりません。違反者には１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金が科せられます。

　４．第二種特定製品（カーエアコン）に係る制度の概要

カーエアコン（使用済自動車）

カーエアコン（使用済自動車）　　　　　費用

    自動車フロン類管理書　　　　請求

フロン類　 管理書　　　請求　費用

フロン類　　　　　　　請求

　　　　　　　　　　 費用

自動車ユーザー

第二種特定製品引取業者

第二種フロン類回収業者

自動車製造業者・自動車輸入業者

フロン類破壊業者

使用済自動車を引取業者に引き渡す。

使用済自動車を引き取り、自動車フロン類管理

書を添付して回収業者に引き渡す。

回収したフロン類及び自動車フロン類管理書を

自動車製造業者等に引き渡す。フロン類の回収

及び運搬基準の遵守。回収量等については毎年

度、知事（又は市長）に報告する。

製造（又は輸入）をした自動車に係るフロン類

を引き取り、破壊業者に引き渡す。フロン類の

運搬基準を遵守。

破壊基準の遵守。破壊量等を大臣に報告。
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※自動車リサイクル法（仮称）において、カーエアコンからのフロン類の回

収等を定める際には、原則として上記の仕組みが規定されます。

５．フロン回収破壊法の施行期日及び経過措置

(1)施行期日
第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者の登録については、

平成１４年４月１日から、第二種特定製品からのフロン類の回収に係る義務

等については、平成１４年１０月３１日までの間で政令で定める日（※）か

ら施行されます。

なお、第一種フロン類回収業者の登録及びフロン類破壊業者の許可につい

ては、平成１３年１２月２１日から開始されており、第一種特定製品からの

フロン類の回収に係る義務等については、平成１４年４月１日から施行され

ます。
（※）具体的な期日は未定です。

(2)経過措置
　第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者の方の登録に関し、

平成１４年１０月３１日までの政令で定める期日までに登録申請された場

合においては、その期日を経過しても、登録、または登録の拒否等の処分

があるまでは、当該業務を行うことができます。ただし、この場合、登録

を受けた第二種特定製品引取業者又は第二種フロン類回収業者とみなされ、

引取・引渡義務、回収・運搬基準、記録・報告義務や関連する罰則等につ

いて適用を受けることになります。
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Ⅱ．第二種特定製品の引取り

１． 第二種特定製品引取業者の登録

（1）第二種特定製品引取業者の登録
廃棄される第二種特定製品（使用済自動車）の引取りを行おうとする者

は、業務を行う事業所毎にその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又

は事業所の所在地が政令指定都市の区域内にある場合にはその市長の登録

を受けなければなりません。（例えば、引取業務を行う事業所が横浜市と

藤沢市にある場合、横浜事業所は横浜市長、藤沢事業所は神奈川県知事の

登録を受ける必要があります。）

なお、登録を受けないで第二種特定製品の引取りを業として行った者に

は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金が科せられます。

（2）登録の申請
　　　　①登録の申請

ア． 登録申請の際の申請書は、【省令様式第４の２参照】に従って作成

することになります【Ⅷ．１参照】。

同じ都道府県等（都道府県又は政令指定都市。以下同じ。）に、複

数の事業所の申請書を本社が集めて提出するような場合の申請方法

については、【Ⅷ．２参照】によることができます。（ただし、

申請先が同じである場合に限ります。）

イ． 申請先及び申請方法については、都道府県等の担当課【Ⅷ．３参

照】に相談してください。

ウ． 登録申請手数料は、都道府県等によって違いますので担当課に確認

してください。

　　　　②主務省令で定める添付書類

ア．本人を確認できる書類

・ 個人の場合は、発行日より３ヶ月以内の住民票等の写し

・ 法人の場合は、発行日より３ヶ月以内の登記簿謄本

イ．第二種特定製品にフロン類が含まれているかどうかを確認する体制

を説明する書類（次の何れかでよい。）

○確認方法を記載した書類【Ⅷ．４参照】

○第二種特定製品の構造に関して十分な知見を有する者が確認でき

ることを示す書類（例えば、自動車整備士や中古自動車査定士等の

資格証等の写し等、業界団体等が行う講習の受講修了証の写し

等。）

ウ．申請者が法に定める欠格要件（※）に該当しないことを説明する

　書面
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申請者が法第二十七条第一項各号に該当しない者であることを誓約し

た旨の書面【Ⅷ．５参照】を添付してください。

（※）欠格要件

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、２年を経過しないもの

・登録を取り消され２年を経過しないもの　　　　　　　等々

　　　　③登録審査基準

以下のいずれかの要件を満たす事業者について登録が行われます。

ただし、申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載があるか記載が

欠けているとき又は申請者が欠格要件に該当するときは、登録は拒否さ

れます。

ア． 第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを

確認するための適切な方法を記載した書類を有すること。

イ． 第二種特定製品の構造に関し十分な知見を有する者が第二種特定

製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる

体制を有すること。

　２．申請後の手続等

　　(1)都道府県等による登録の実施
　　　①第二種特定製品引取業者登録簿への登録について

都道府県等は、登録申請に基づいて、登録を行う際には、第二種特定

製品引取業者登録簿に以下の項目を記載することになります。

第二種特定製品引取業者登録簿は、特に様式は定められていませんが、

一般の方が閲覧できる状態にしておくことが必要です。

〈法第二十六条による必須項目〉

　　・登録番号

　　・登録年月日

　　・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名

　　・事業所の名称及び所在地

　〈記載した方がよい項目〉

　　・有効期限満了年月日

②申請者への通知について【Ⅷ．６参照】

都道府県等は、第二種特定製品引取業者登録簿に登録した後、申請者

に、登録した旨を通知することになります。

　また、登録の更新あるいは、変更の届出があった場合にも、登録時

と同様に、第二種特定製品引取業者登録簿へ必要事項を記載し、その



　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                   

旨を通知することになります。

　なお、登録を拒否した時は、理由を示して申請者に通知することに

なります。

　　(2)登録の更新
　　　①有効期間

第二種特定製品引取業者は、登録を受けてから５年以内にその更新を受

けなければなりません。登録の有効期間内に更新を受けない場合、その効

力を失います。登録の更新の申請は、有効期間内の任意の時点で申請する

ことができます。

　　　②更新の申請書

　更新の申請書や必要な添付資料などについては、新規登録の場合と同様

です。

　　　③更新後の有効期間

　登録の更新の申請があった場合には、登録の更新が行われた日から５年

が有効期間です。

　なお、登録の有効期間の満了日までに都道府県等へ更新の申請が行われ

たものの、更新が行われる前に登録の有効期間の満了日を超えてしまった

場合でも、都道府県等による登録（あるいは、登録の拒否）の手続きが完

了するまでは、前の登録は有効です。この場合、新たな登録の有効期間は、

前の登録の有効期限の満了の日の翌日から５年です。

　　(3)登録の変更届出
　　　①変更の届出が必要な場合

第二種特定製品引取業者として登録を受けた者が、以下の事項を変更し

た場合、変更届出【省令様式第４の３参照】が必要となります。

ア．氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名

イ．事業所の名称及び所在地

ウ．第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認

する体制（例えば、第二種特定製品の構造に関し十分な知見を有する者

がいなくなったため、代わりに第二種特定製品に冷媒としてフロン類が

含まれているかどうかを確認するための方法を記載した書類を用意する

場合。）

　　　②届出の期限

変更があった日から３０日以内に、その届出に係る変更後の書類を添

付して登録を受けた都道府県等に届け出なければなりません。

①のア．に係る変更届出の場合の添付書類

・ 住民票の写し（外国人登録証明書の写し）又は登記簿謄本
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①のウ．に係る変更届出の場合の添付書類

・第二種特定製品にフロン類が含まれているか否かを確認する体制を

説明する書類

　　(4)廃業等の届出
　法人が合併により消滅した場合や登録に係る第二種特定製品引取業を廃止

した場合、該当するに至った日から３０日以内に、登録を受けた都道府県等

に届け出なければなりません。

　　(5)都道府県等による登録の取消し等
　都道府県等は、第二種特定製品引取業者が次のような事項に該当するとき

は、登録の取消しや業務停止の処分を行うことができます。処分を行ったと

きは、その理由を示して、申請者に通知しなければなりません。

・不正の手段により、第二種特定製品引取業者の登録を受けたとき。

・フロン類を確認する体制が「登録基準」に適合しなくなったとき。

・登録の拒否要件である「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で

復権を得ないもの」等に該当することとなったとき。

・この法律に基づく処分等に違反したとき。

　　(6)都道府県等による登録の抹消
５年ごとの更新を受けなかった場合や引取業を廃止した場合、登録の取消

処分を受けた場合等は、登録はその効力を失うこととなります。その際には、

都道府県等は第二種特定製品引取業者の登録を抹消しなければなりません。

３．第二種特定製品引取業者の引取り

　　　①引取り義務

　第二種特定製品廃棄者は、自ら又は他の者に委託して、第二種特定製品

引取業者に第二種特定製品の引取りを依頼しなければなりません。

　引取りを求められた第二種特定製品引取業者は、第二種特定製品を引き

取らなければなりません。

ただし、正当な理由がある場合には、引取り義務は免除されます。

②引取り義務を免除される正当な理由

第二種特定製品引取業者が引取り義務を免除される「正当な理由」とは、

現在下記のようなものが考えられますが、フロン券（仮称）制度【Ⅴ．

（１）参照】などの詳細が具体化されましたら、それを踏まえた上で見直

し、今秋の制度本格運用までにお知らせします。

１）天災等不可抗力の要因による場合
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（例）事業所が天災等により被害を受け、引取りが物理的に不可能な

場合

２）フロン券（仮称）を提示していない場合

３）使用済自動車の処分に要する費用（フロン関係を除く）の支払が

見込まれない場合

４）自社の車両保有能力と照らし合わせ、適切な保管が困難と判断さ

れる場合

（例）乗用車販売店にバス、大型トラック等が持ち込まれた場合や大

量の一括持ち込みの要請があった場合

　４．第二種特定製品引取業者の引渡し

第二種特定製品引取業者は、第二種特定製品廃棄者から引き取った第二種特定

製品にフロン類が残存しているか否かを申請書に記載した方法により確認し

【Ⅱ．１．(2)参照】、フロン類が残存していると判断される場合には、当該フ
ロン類を第二種フロン類回収業者に引き渡さなければなりません。

また、引き渡しの際には自動車フロン類管理書を添付し、その写しを一定期間

保存しなければなりませんが、管理書の記載事項や写しの保存期間については、

今秋までに省令で定められます（施行期日は政令で定められます。）。

（第二種特定製品引取業者の引渡義務）

法第三十七条　第二種特定製品引取業者は、前条の規定により引き取った第二種

特定製品に冷媒としてフロン類が充てんされている場合には、第二種フロ

ン類回収業者に対し、当該第二種特定製品が搭載されている自動車の製造

等をした者の氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した書類

（以下「自動車フロン類管理書」という。）を添付して、当該フロン類を

引き渡さなければならない。
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Ⅲ．第二種特定製品からのフロン類の回収

　１．第二種フロン類回収業者の登録

　 　(1) 第二種フロン類回収業者の登録
使用済自動車の第二種特定製品から冷媒として充てんされているフロン

類の回収を行おうとする者は、業務を行う事業所毎にその事業所の所在地

を管轄する都道府県知事又は事業所の所在地が政令指定都市の区域内にあ

る場合にはその市長の登録を受けなければなりません。（例えば、回収業

務を行う事業所が横浜市と藤沢市にある場合、横浜事業所は横浜市長、藤

沢事業所は神奈川県知事の登録を受ける必要があります。）

　また、道路運送車両法における自動車分解整備事業者の認証を受けてい

る者には、登録手続の特例が設けられています。詳細については、各陸運

支局にご照会下さい。

なお、登録を受けないでフロン類の回収を業として行った者には、１年

以下の懲役又は５０万円以下の罰金が科せられます。

　

　　　(2) 登録の申請
　　　　①登録の申請

ア．登録申請の際の申請書は、【省令様式第４の４参照】に従って作成

することになります【Ⅷ．７参照】。

同じ都道府県等に、複数の事業所の申請書を本社が集めて提出する

ような場合の申請方法については、【Ⅷ．８参照】によることが

できます。（ただし、申請先が同じである場合に限ります。）

イ．申請先及び申請方法については、都道府県等の担当課【Ⅷ．３参

照】に相談してください。

ウ．登録申請手数料は、都道府県等によって違いますので担当課に確認

してください。

　　　　②主務省令で定める添付書類

ア．本人を確認できる書類

・ 個人の場合は、発行日より３ヶ月以内の住民票等の写し

・ 法人の場合は、発行日より３ヶ月以内の登記簿謄本

イ．フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類

　　・自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売

　　　証明書等のうち、いずれかの写し。

　　・自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定

　　　書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

ウ．フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

　 申請書に記載された以下の項目について、それを説明する書類と
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して、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しが必要です。

　　　　　　　　○フロン類の回収設備の種類

・ＣＦＣ用

・ＨＦＣ用

・ＣＦＣ・ＨＦＣ兼用

　　　　　　○回収設備の能力（※）

・２００g／min未満
・２００g／min以上

　（※）現在使用されているフロン類の回収設備について、その種類及び能

力の一覧を示します【Ⅷ．９参照】。登録申請の際に必要となる「回

収設備の種類」と「能力を示す書類」を作成（又は確認）する場合の

参考としてください。

　なお、一覧表における回収能力については、冷媒回収推進・技術

センター（ＲＲＣ）規格「冷媒回収装置回収能力試験基準」に基づ

いたものです。この一覧表にない回収設備については、申請の際に

ＲＲＣ規格を参照するなどして、回収能力を確認した書類を添付し

てください。

ＲＲＣ規格の詳細等については、以下の連絡先にご照会ください。

・冷媒回収推進・技術センター

（（社）日本冷凍空調工業会内）

電話番号：０３－３４３２－１６７１

　　　　　エ．申請者が法に定める欠格要件（※）に該当しないことを説明する

書面

　申請者が法第三十一条第一項各号に該当しない者であることを誓約

した旨の書面【Ⅷ．５参照】を添付してください。

（※）欠格要件

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、２年を経過しないもの

・登録を取り消され２年を経過しないもの　　　　　　　等々

　　　　③備考欄について

　申請書の備考欄には、申請に係る事項の補足的説明等を任意に記載す

ることができます。

　　　　④登録審査評価事項
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以下の要件を満たす事業者について登録が行われます【Ⅷ．１０参

照】。ただし、申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載があるか記

載が欠けているとき又は申請者が欠格要件に該当するときは、登録は拒

否されます。

・フロン類の回収に使用する回収設備の種類が、回収しようとする

フロン類の種類に対応していること。

なお、自動車分解整備事業者に係る特例手続による登録では、地方運

輸局から都道府県等に対して、登録の申出に係る事項及び書類（②イ～

エ）が通知されますので、当該通知に係る事業者が欠格要件（法第三十

一条第一項各号）に該当しないことを確認し、登録を行うことになりま

す。

　　　　　　

　２．申請後の手続等

　　(1)都道府県等による登録の実施
　　　①第二種フロン類回収業者登録簿への登録について

都道府県等は、登録申請に基づいて、登録を行う際には、第二種フロ

ン類回収業者登録簿に以下の項目を記載することになります。

第二種フロン類回収業者登録簿は、特に様式は定められていませんが、

一般の方が閲覧できる状態にしておくことが必要です。

〈法第三十条による必須項目〉

　　・登録番号

　　・登録年月日

　　・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名

　　・事業所の名称及び所在地

　　・回収しようとするフロン類の種類

　〈記載した方がよい項目〉

　　・有効期限満了年月日

②申請者への通知について【Ⅷ．１１参照】

都道府県等は、第二種フロン類回収業者登録簿に登録した後、申請者

に、登録した旨を通知することになります。

　また、登録の更新あるいは、変更の届出があった場合にも、登録時

と同様に、第二種フロン類回収業者登録簿へ必要事項を記載し、その

旨を通知することになります。

　なお、登録を拒否した時は、理由を示して申請者に通知することに

なります。
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　　(2)登録の更新
　　　①有効期間

第二種フロン類回収業者は、登録を受けてから５年以内にその更新を受

けなければなりません。登録の有効期間内に更新を受けない場合、その効

力を失います。登録の更新の申請は、有効期間内の任意の時点で申請する

ことができます。

　　　②更新の申請書

　更新の申請書や必要な添付資料などについては、新規登録の場合と同様

です。

　　　③更新後の有効期間

　登録の更新の申請があった場合には、登録の更新が行われた日から５年

が有効期間です。

　なお、登録の有効期間の満了日までに、都道府県等へ更新の申請が行わ

れたものの、更新が行われる前に登録の有効期間の満了日を超えてしまっ

た場合でも、都道府県等による登録（あるいは、登録の拒否）の手続きが

完了するまでは、前の登録は有効です。この場合、新たな登録の有効期間

は、前の登録の有効期限の満了の日の翌日から５年です。

　　(3)登録の変更届出
　　　①変更の届出が必要な場合

第二種フロン類回収業者として登録を受けた者が、以下の事項を変更し

た場合、変更届出【省令様式第４の５参照】が必要となります。

　ア．氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名

　イ．事業所の名称及び所在地

ウ．回収しようとするフロン類の種類

　エ．回収の用に供する設備の種類（※）

　　　（※）登録申請した「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」

のうち、「設備の種類」に係る変更です。例えば、申請時に

「ＣＦＣ用」と「ＨＦＣ用」をそれぞれ１台所有していたが、

「ＣＦＣ・ＨＦＣ兼用」を１台追加（又は買い換え）を行った

場合は対象です。しかし、「ＣＦＣ、ＨＦＣ兼用」を１台所有

していたが、さらに「ＣＦＣ、ＨＦＣ兼用」を１台追加（又は

買い換え）を行った場合は、対象ではありません。

　　　　

　　　②届出の期限

変更があった日から３０日以内に、その届出に係る変更後の書類を添

付して登録を受けた都道府県等に届け出なければなりません。

届出に係る変更後の添付書類
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①のア．に係る変更届出の場合の添付書類

・住民票の写し（外国人登録証明書の写し）又は登記簿謄本

①のウ．及びエ．に係る変更届出の場合の添付書類

・フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類

・フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

　　(4)廃業等の届出
　法人が合併により消滅した場合やフロン類回収業を廃止した場合、該当す

るに至った日から３０日以内に、登録を受けた都道府県等に届け出なければ

なりません。

なお、届け出る際には、該当するに至った日までの回収量等についても、

当該年度の報告【Ⅲ．８参照】として併せて提出することが望ましいと考え

ます。

　　

　　(5)都道府県等による登録の取消し等
　都道府県等は、第二種フロン類回収業者が次のような事項に該当するとき

は、登録の取消しや業務停止の処分を行うことができます。処分を行ったと

きは、その理由を示して、申請者に通知しなければなりません。

・不正の手段により、第二種フロン類回収業者の登録を受けたとき。

・回収の用に供する設備が「登録基準」に適合しなくなったとき。

・登録の拒否要件である「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で

復権を得ないもの」等に該当することとなったとき。

・この法律に基づく処分等に違反したとき。

　　(6)都道府県等による登録の抹消
５年ごとの更新を受けなかった場合や回収業を廃止した場合、登録の取消

処分を受けた場合等は、登録はその効力を失うこととなります。その際には、

都道府県等は第二種フロン回収業者の登録を抹消しなければなりません。

　　３．第二種フロン類回収業者の引取り

　　　①引取り義務

　第二種フロン類回収業者は、第二種特定製品引取業者からフロン類の引

取りを依頼されたときは、当該フロン類を引き取らなければなりません。

引取りを求められた第二種フロン類回収業者は、フロン類の回収に関す

る基準【Ⅲ．４参照】に従って、フロン類を回収しなければなりません。

ただし、正当な理由がある場合には、引取り義務は免除されます。

②引取り義務を免除される正当な理由



　　　　　　　　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                   

第二種フロン類回収業者が引取り義務を免除される「正当な理由」とは、

現在下記のようなものが考えられますが、フロン券（仮称）制度【Ⅴ．

（１）参照】などの詳細が具体化されましたら、それを踏まえた上で見直

し、今秋の制度本格運用までにお知らせします。

１）天災等不可抗力の要因によるもので、回収に係る安全が確保できな

い場合

（例）・地震、水害などにより、回収作業場所の安全が確保できない

場合

・事業所が天災等により被害を受け、回収・引取りが物理的に

不可能な場合

２）フロン券（仮称）を提示していない場合

３）使用済自動車の処分もあわせて行う場合に、処分費用（フロン関係

を除く）の支払が見込まれない場合

４）自動車フロン類管理書が添付されていない場合や記載事項等に不備

がある場合

５）自社の車両保有能力と照らし合わせ、適切な保管が困難と判断され

る場合

（例）乗用車販売店にバス、大型トラック等の持ち込みや大量の一括

持ち込みの要請があった場合

６）引取り又は回収を行うことが違法行為を形成する場合

　（例）本法及び他の法令（例えば、「高圧ガス保安法」）の規定に違

反することが明らかな場合
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４．フロン類の回収に関する基準

法

　第二種特定製品からフロン類を回収する場合には、省令で定められている

回収基準に従って、フロン類を回収しなければなりません。具体的には、第

二種特定製品に充てんされているフロン類の充てん量に応じて、冷媒回収口

の圧力が所定の圧力以下になるよう吸引することが必要です。確実な回収を

行うには、この所定の圧力以下まで吸引をしなければなりません。

　また、適切な回収の実効をあげるために、フロン類を回収する際には、回

収方法について十分な知見を有する者が回収を行う、あるいは、回収に立ち

会うことが定められています。

(1) 圧力の換算
省令の別表第１に記載されている圧力値は、絶対圧力をＳＩ単位で示し

たものです。絶対圧力とゲージ圧力との対応について表１に示しましたので

実際に回収作業をされる時に参考としてください。

法第三十八条第二項　第二種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン類の

引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従っ

て、フロン類を回収しなければならない。

（第二種フロン類回収業者等によるフロン類の回収に関する基準）

省令＊第六条　法第三十八条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとす

る。

一　第二種特定製品の冷媒回収口における圧力（絶対圧力をいう。以下同

じ。）の値が、一定時間が経過した後、別表第１の上欄に掲げるフロン類の

充てん量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。

二　フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フ

ロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

別表第１

フロン類の充てん量 圧力

２ｋｇ未満 0.1  MPa

２ｋｇ以上 0.09 MPa

　※　第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令
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表１　絶対圧力とゲージ圧力の対応について

単位 省令で扱っている圧力値
SI単位(絶対圧力) MPa 0.1 0.09

SI単位(ゲージ圧力) MPa 0 -0.01
工学単位(ゲージ圧力) kgf/cm2 0 -0.1
真空圧力 mmHg 0 -100

(2) フロン類回収の基本手順と確認事項
①回収装置の準備

実作業上は、次の２点について配慮する必要があります。

ア．回収できる冷媒の種類

高圧ガス保安法の技術基準に適合した回収装置を用いてフロン類の回

収を行う場合は、高圧ガス保安法の適用除外となりますが、その他の方

法によってフロン類を回収する場合は、高圧ガス保安法に基づいて高圧

ガス製造の届出等が必要になります。

なお、高圧ガス保安法の技術基準に適合した回収装置は、高圧ガス保

安法に基づいて、回収できる冷媒の種類を R 番号で指定しています。
従って、使用する回収装置が使える冷媒の種類を R 番号で確認する必
要があります。

イ．吸引圧力

省令によって、フロン類の充てん量に応じて定められた圧力以下にな

るまで吸引を行うことになります。したがって、使用する回収装置が省

令で定められた圧力以下まで吸引できることを予め確認する必要があり

ます。

回収手順と注意事項

・カーエアコンの冷媒の種類（ＣＦＣ（R12）又はＨＦＣ（R134a））及
び充てん量の調査します。

・カーエアコンの運転が可能な場合は、予め暖機運転を行うと、より確実

な回収ができます。

・回収装置を稼動させて、所定の圧力以下まで吸引します。

・回収装置を停止して、回収装置側のバルブを閉止し、圧力の変化を観察

します。

・一定の時間経過後（※）に、所定の圧力を超えて圧力上昇していたら再

度回収操作を行います。

・所定の圧力以下に保持されていた場合は回収作業を終了します。
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（※）省令で定める「一定時間が経過した後」については、以下を参考に適

切な時間が必要です。

所定の圧力まで吸引した後に圧力が上昇するのは、冷凍機油に溶解

しているフロン類が外部からの浸入熱によって蒸発することや残存空

間から狭い通路を通して吸引空間にフロン類が移動することが原因で

す。したがって、残存する冷凍機油の量が多く温度が低い場合、外気

温度が低い場合、フロン類の充てん量と回収装置の能力の比が小さく

見掛け上短時間に吸引できる場合、２箇所からの吸引が不可能で１箇

所から吸引している場合等においては、時間を長く取る必要がありま

す。

フロン類の充てん量が２kg 未満の場合は、一般的に１０分程度の
時間で良いと考えられますが、上記の条件に応じて保持時間を増減す

る必要があります。なお、充てん量が２kg 以上の場合は、さらに長
い時間が必要となります。

 (3) 十分な知見を有する者
第二種特定製品の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の

回収作業に精通した方、例えば、フロン回収協議会等が実施する技術講習合

格者、自動車電気装置整備士、その他自動車整備業務、エアコン整備業務、

フロン類回収業務の経験を有する者等が十分な知見を有する者と考えられま

す。

　５．第二種フロン類回収業者の引渡し

第二種フロン類回収業者は、自ら再利用する場合（※１）又は省令で定める場

合（※２）を除いて、当該フロン類の回収に係る第二種特定製品が搭載されてい

る自動車を製造（輸入）した者に、回収したフロン類を引き渡さなければなりま

せん。ただし、実務上は、自動車製造業者等の委託を受けた破壊業者にフロン類

を引き渡すこととなります。

（第二種フロン類回収業者の引渡義務）

法第三十九条第一項　第二種フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったとき

は、自ら当該フロン類の再利用（自ら冷媒その他製品の原材料として利用

し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で

譲渡し得る状態にすることをいう。）をする場合その他主務省令で定める

場合を除き、自動車製造業者等に対し、第三十七条の規定により添付され

た自動車フロン類管理書に主務省令で定める事項を記載し、これを添付し

て、当該フロン類を引き渡さなければならない。



　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                   

また、引き渡しの際には自動車フロン類管理書を添付し、その写しを一定期間

保存しなければなりませんが、管理書の記載事項や写しの保存期間については、

今秋までに省令で定められます（施行期日は政令で定められます。）。

（※１）自ら再利用する場合

・「自ら再利用」には、本法において「自ら冷媒その他製品の原材料として

利用する」場合と「冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若し

くは無償で譲渡し得る状態にする」場合の両方を含むと規定されているこ

とから、回収業者が回収したフロン類を自ら利用することだけでなく、利

用する者に譲渡することも含みます。

・「冷媒その他製品の原材料として利用する者」には、例えば冷凍空調機器

等に充てんする設備工事業者や簡易再生フロン類をサービス缶に詰めて売

却する者も含みます。

・「有償若しくは無償で」とあるので、逆有償（回収業者が金銭等を支払っ

て引き取ってもらう場合）は認められません。これは、引取者に不法排出

の動機を与えないためです。

・「譲渡し得る状態にする」とは、譲渡する前に一定の限度において保管す

ることを認めるという趣旨です。

（※２）省令で定める場合

第二種フロン類回収業者は、回収したフロン類を自動車製造業者等に引き

渡すことが原則であり、「自ら再利用する場合」の他に引き渡し先としての

例外を設ける必要はないため、「その他省令で定める場合」については定め

ていません。

　６．フロン類の運搬に関する基準

　　(1) フロン類の運搬に関する基準
　　法第二十一条第二項　第一種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン

類の引２渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従っ

て、フロン類を運搬しなければならない。

法第三十九条第三項　第二種フロン類回収業者は、前二項の規定によるフロン

類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に

従って、フロン類を運搬しなければならない。

（第二種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準）

省令＊第七条　法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとす

る。

一　回収したフロン類の移充てんをみだりに行わないこと。

二　フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による

漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
※　第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令
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　フロン回収破壊法では、第二種フロン類回収業者が、回収したフロン類を

自動車製造業者等に引き渡すにあたり遵守すべき運搬基準が省令で定められ

ています。

　　　　①省令第七条第一号に掲げる「移充てん」とは、回収したフロン類を容器

から容器へ移し換えることです。また、これを「みだりに行わない」と

は、不必要な移充てんを行ってはならないとの意味です。このことから、

例えば回収したフロン類の輸送効率向上等のために行われている中継地

点における移充てんなどは、これに該当しません。

　　　　②省令第七条第二号は、運搬時のフロン類回収容器の取扱いに関して運搬

基準が定められています。

(2) 高圧ガス保安法上の規制
フロン類のうち、高圧ガスに該当するもの（CFC（R12）、 HFC
（R134a））については、「高圧ガス保安法」上の基準を遵守しなければな
りません。以下、フロン類の回収等に関係する高圧ガス保安法上の基準の概

略を示しますが、遵守すべき事項の詳細は高圧ガス保安法を参照してくださ

い（項目名の括弧内は「高圧ガス保安法」上の基準の名称。）。

　　　　①運搬時における基準（移動の基準）

　高圧ガス保安法では、高圧ガスを運ぶことを「移動」と呼んでいます。

回収したフロン類が充てんされている容器を回収装置から取り外して

「移動」する場合は、高圧ガス保安法の適用を受けます。

 ②移充てんする場合の基準（高圧ガスの製造の基準）
　高圧ガス保安法では、圧縮、減圧等の圧力変化や液化、気化等の相変

化することなどを「製造」と称しています。つまり、フロン類を容器か

ら容器へ移し替える場合（移充てんする場合）は、高圧ガス保安法上の

「製造」に該当し、その処理能力に応じて届出などが必要となります。

　　　　③保管する場合の基準（貯蔵の基準）

　高圧ガス保安法では、一時的ではあっても容器を保管する場合、「貯

蔵」に該当し、貯蔵量に応じて、届出などが必要となります。

　７．第二種フロン類回収業者の記録

①記録の内容

第二種フロン類回収業者の記録する内容は、次のとおりです。

フロンの種類ごとに、

　 １）フロン類を回収した年月日、第二種特定製品引取業者の氏名又は
名称、第二種特定製品の台数及び回収量。

　 ２）フロン類を自動車製造業者等に引き渡した年月日、引き渡した
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　　　者の氏名又は名称、引き渡し量。

　 ３）回収したフロン類を自ら再利用した年月日、再利用量。再利用
する者に引き渡した年月日、引き渡した者の氏名又は名称、引き

渡し量。

　　　②記録方法

・第二種フロン類回収業者の記録は、帳簿を備え、これを５年間保存する

ことが必要です。

・帳簿のかわりに電子媒体等の電磁的方法により作成し、保存することが

できます。電磁的方法による保存をする場合に、情報システムの安全対

策等について確保するよう努めなければならない基準は、今後、告示で

定められます。

　８．都道府県等への報告

年度末時点で登録を受けている第二種フロン類回収業者は、当該年度終了

後に、回収量等について、登録を受けた都道府県等に報告書を提出しなけれ

ばなりません。（報告事項等の詳細は、今秋までに省令で定められます。）

　なお、回収量等の実績が無い場合であっても、報告する必要があります。

　９．主務大臣への通知

　　各都道府県等は、第二種フロン類回収業者からの報告を集計し、環境大臣

又は経済産業大臣のいずれかに通知することになります。（通知事項等の詳

細は、今秋までに省令で定められます。）
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Ⅳ．自動車製造業者等の引取り及び引渡し

　①引取り義務

自動車製造業者等は、自らの製造に係る自動車に搭載されたカーエアコンか

ら回収されたフロン類について、第二種フロン類回収業者から当該フロン類の

引取りを依頼されたときは、正当な理由がある場合を除き引き取らなければな

りません。（実務上は、自動車製造業者等の委託を受けた破壊業者がフロン類

の引取りを行うこととなりますので、自動車製造業者等は予め委託先を明らか

にしておく必要があります。）

また、引き取ったフロン類に添付された自動車フロン類管理書を一定期間保

存しなければなりませんが、その期間については、今秋までに省令で定められ

ます（施行期日は政令で定められます。）。

②引取り義務を免除される正当な理由

自動車製造業者等が引取り義務を免除される「正当な理由」とは、現在下記

のようなものが考えられますが、フロン券（仮称）制度【Ⅴ．（１）参照】

などの詳細が具体化されましたら、それを踏まえた上で見直し、今秋の制度本

格運用までにお知らせします。

１）天災等不可抗力の要因による場合

（例）事業所が天災等により被害を受け、引取りが物理的に不可能な場

合等

２）フロン券（仮称）を提示していない場合

３）自動車フロン類管理書が添付されていない場合や記載事項に不備があ

る場合

４）自らの製造等に係る自動車に搭載されたカーエアコンから回収された

フロン類でないものが持ち込まれた場合

５）引取りを能率的に実施するために合理的な範囲で自動車製造業者等が

指定する方法によらずに、引取りを求められた場合

③引渡し義務

自動車製造業者等は、第二種フロン類回収業者から引き取ったフロン類を、

フロン類破壊業者に引き渡さなければなりません。

また、引き渡す際には運搬基準に従って、フロン類を運搬しなければなりま

せん。【Ⅲ．６参照】
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Ⅴ．フロン類の回収等における費用負担

(1)  自動車ユーザーの費用負担
自動車ユーザーは、自動車製造業者等の請求に応じて、フロン類の回

収・運搬・破壊に要する適正な料金を支払わなければなりません。支払方

法は何らかの金券の購入（フロン券（仮称））の活用を検討していますが、

詳細については今後決定されます。

なお、自動車製造業者等は、請求する料金について予め公表しなければ

なりません。また、主務大臣（経済産業大臣及び環境大臣。以下同じ。）

は、必要に応じて公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができま

す。

(2)  第二種フロン類回収業者に支払われる料金
自動車製造業者等は、第二種フロン類回収業者の請求に応じて、フロン

類の回収及び運搬に要する料金を支払わなければなりません。

なお、第二種フロン類回収業者が請求する料金は、主務大臣の定める基

準に従って自動車製造業者等が定め、予め公表しなければなりません。ま

た、主務大臣は、必要に応じて公表した料金を変更すべき旨の勧告をする

ことができます。
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Ⅵ．特定製品の表示（第二種特定製品の表示に関する考え方）

平成１４年４月１日以降に出荷又は引き渡す第二種特定製品について、機器製造

業者等は、次のような表示を行わなければなりません。

このような表示を行う主な目的は、①自動車ユーザーや引取業者に対して、フロ

ン類の回収が必要である旨を啓発するため、②回収業者に対して、フロン類の種類

や充てん量を情報として与え、より適切な回収を行ってもらうためです。

　(1) 表示を行う者
　　①自動車に第二種特定製品（カーエアコン）を搭載する場合は、当該カーエア

コン製造業者（又は輸入業者）が当該カーエアコンの搭載を行う者（自動車

製造業者、販売業者等）の協力を得て表示を行うこととなります。

②カーエアコンが搭載された自動車を輸入する場合には、当該自動車輸入業者

が表示を行うこととなります。

　(2) 表示事項
以下の事項について、表示を行うことになります。

　①当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。

　　　　・「大気放出禁止」等の記載でも構いません。

　②当該カーエアコンを廃棄する場合には、当該フロン類の回収が必要である

こと。

　　・「廃棄時要回収」等の記載でも構いません。

　③当該フロン類の種類及び数量。

　　・原則として、充てんされているフロン類の種類（ＣＦＣ、ＨＦＣ）

と冷媒番号を併せて記載しなければなりません。（例：ＨＦＣ　Ｒ１３

４ａ）。

（表示）

法第六十六条　特定製品の製造等を業として行う者は、当該特定製品を販売

　　する時までに、当該特定製品に冷媒として充てんされているフロン類に

　　関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次

　　に掲げる事項を表示しなければならない。

　　一　当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。

　　二　当該特定製品（当該特定製品が第二種特定製品である場合にあって

　　　　は、使用済自動車に係るもの）を廃棄する場合には、当該フロン類

　　　　の回収が必要であること。

　　三　当該フロン類の種類及び数量
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(3) 表示方法
表示のサイズや文字のレイアウトなどについては、視認が容易となる大きさ、

配置となるよう工夫することとし、その内容を明確に記載することが必要です。

　また、表示事項が何らかの理由により、視認できなくなることの無いよう、

容易に消滅しない方法で表示を行わなければなりません。

　　　　　　

(4) 罰則
　　法第６６条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者に対しては、

１０万円以下の過料が罰則として定められています。（法第８７条第２号参

照）

　(5) 表示のイメージ
法で定める表示すべき事項を踏まえ、第二種特定製品の場合、例えば次のよ

うな表示事例が考えられます。

例１．

             フロン回収破壊法　　　第２種特定製品
１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

２）この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。

３）冷媒の種類及び数量

種類 冷媒番号 数量（g）
HFC R134a ○＋△

例２．

             フロン回収破壊法　　　第２種特定製品
１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

２）この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。

３）冷媒の種類及び数量

種類 冷媒番号 数量（g）
HFC R134a ○±□
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Ⅶ．特定製品の整備の際の遵守事項

フロン回収破壊法の登録制度等は、特定製品が廃棄される際にフロン類を回

収する業者が対象となっています。

ただし、法第六十七条に、特定製品の整備時においても、廃棄時の基準であ

る回収に関する基準（法第三十八条第二項）及び運搬に関する基準（法第三十

九条第三項）に従ってフロン類の回収、運搬を行わなければならないと規定さ

れています。

また、整備時に回収されたフロン類を廃棄する必要がある場合には、許可を

受けたフロン類破壊業者へ引き渡すことが適当です。
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Ⅷ．資料

第二種特定製品引取業者登録申請書の記載要領１．

新規は未記入。更新時には、「登録番様式第４の２（第１２条の２関係）
号」と「登録年月日」を記入する。

登 録第二種特定製品引取業者 申請書
登録の更新

該当しない方
※登録番号を消す。
※登録年月日

申請する平成１４ ４ １年 月 日
日を記入○○県知事 △△ ■■ 殿

１２３－４５６７（郵便番号）
第二種特定製住 所 ★★県霞ヶ関市日本８－９－１０
品引取業を行氏 名 使用済自動車引取株式会社
う者の氏名代表取締役 引取 五郎 印
（個人）又は（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
名称（法人）電話番号 (１２３)４５６－７８９０
を記入。

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２５条第２項
（第２８条において準用する同法第１２条第２項）の規定により、必要な書類を添えて第
二種特定製品引取業者の登録（登録の更新）を申請します。

事業所の名称及び所在地
名 称 使用済自動車引取株式会社 虎ノ門事業所

０９８－７６５４所在地 （郵便番号）
３－２－１○○県虎ノ門市経済

（０９８）７６５－４３２１電話番号
第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制

第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれて
いるかどうかを確認するための方法を記載した書類
を有しています。

１ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。備考
用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。２

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合にお
いて、署名は必ず本人が自署するものとする。

第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制について記入。
引取業者の登録基準として、以下①、②が定められており、申請者はその何れかを満たす必要がある。
①第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること。
②第二種特定製品の構造に関し十分な知見を有する者が第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認
できる体制を有すること。

記入例は、①の場合の記入例。②の場合は、「第二種特定製品の構造に関し十分な知見を有する者が第二種特定製品に冷媒とし
てフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有しています。」と記入。

※注：複数の事業所をまとめて申請する場合の申請方法については、【Ⅷ．２参照】によってください。
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２．引取業を行う複数の事業所をまとめて申請する場合の申請方法

第二種特定製品引取業を行う場合、事業所毎にその所在地を管轄する都道府県知事等に登録申請
する必要があります。
ただし、複数の事業所をまとめて申請する場合には、事業所毎の申請書の他、以下の書類を添付
してください。
・住民票等の写し（個人）又は登記簿謄本（法人） 一通
・欠格要件に該当しないことを説明する書類（誓約書） 一通
・第二種特定製品にフロン類が含まれているか否かを確認する体制を説明する書類については、
申請に係る事業所毎に必要。

申請書２枚目以降申請書１枚目

様式第４の２（第１２条の２関係） 様式第４の２（第１２条の２関係）

登 録 登 録
第二種特定製品引取業者 申請書 第二種特定製品引取業者 申請書

登録の更新 登録の更新

※登録番号 ※登録番号
※登録年月日 ※登録年月日

年 月 日 年 月 日平成１４ ４ １ 平成１４ ４ １
○○県知事 △△ ■■ 殿 ○○県知事 △△ ■■ 殿

１２３－４５６７ １２３－４５６７（郵便番号） （郵便番号）
８－９－１０ ８－９－１０住 所 住 所★★県霞ヶ関市日本 ★★県霞ヶ関市日本

使用済自動車引取株式会社 使用済自動車引取株式会社氏 名 氏 名
印 印代表取締役 引取 五郎 代表取締役 引取 五郎

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
(１２３)４５６-７８９０ (１２３)４５６-７８９０電話番号 電話番号

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２５条第２項 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２５条第２項

（第２８条において準用する同法第１２条第２項）の規定により、必要な書類を添えて第 （第２８条において準用する同法第１２条第２項）の規定により、必要な書類を添えて第

二種特定製品引取業者の登録（登録の更新）を申請します。 二種特定製品引取業者の登録（登録の更新）を申請します。

事業所の名称及び所在地 事業所の名称及び所在地

名 称 名 称
使用済自動車引取株式会社 虎ノ門事業所 使用済自動車引取株式会社 桜田門事業所

０９８－７６５４ ０９８－５４６７所在地 （郵便番号） 所在地 （郵便番号）

３－２－１ ３－１－２○○県虎ノ門市経済 ○○県桜田門市環境

(０９８)７６５－４３２１ (０９７)８６５－４３１２電話番号 電話番号
第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制 第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制

第二種特定製品に冷媒としてフロン類が含ま 第二種特定製品の構造に関し十分な知見を有
れているかどうかを確認するための方法を記載 する者が第二種特定製品に冷媒としてフロン類
した書類を有しています。 が含まれているかどうかを確認できる体制を有

しています。

一枚目は、記載要領に従い全て記入。 二枚目以降も、記載要領に従い全て記入する。
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北 海 道 環境生活部環境室廃棄物対策課
０１１－２３１－４１１１
（内線２４－３２７） 環境生活部環境室廃棄物対策課

０１１－２３１－４１１１
（内線２４－３２７）

青 森 県 環境生活部環境政策課大気班 ０１７－７２２－１１１１
（内線３７４７） 環境生活部環境政策課大気班 ０１７－７２２－１１１１

（内線３７４７）

岩 手 県 環境生活部環境保全課大気係 ０１９－６２９－５３５９ 各地方振興局保健福祉環境部

宮 城 県 環境生活部環境政策課 ０２２－２１１－２６６１ 環境生活部環境政策課 ０２２－２１１－２６６１

秋 田 県 生活環境文化部環境政策課大気班 ０１８－８６０－１６０４ 生活環境文化部環境政策課大気班 ０１８－８６０－１６０４

山 形 県 文化環境部環境政策推進室環境保護課 ０２３－６３０－２３３８ 文化環境部環境政策推進室環境保護課 ０２３－６３０－２３３８

福 島 県 生活環境部環境政策課
生活環境部環境対策室（平成１４年４月１日以降）

０２４－５２１－７２５０
未定

・第二種特定製品引取業者・第二種フロン類回収業者（特例以外）：
　各地方振興局商工県民部（いわき地方振興局管内は、生活環境部環境対策室）
・第二種フロン類回収業者（特例）：生活環境部環境対策室

茨 城 県 生活環境部環境対策課 ０２９－３０１－２９６１ 生活環境部環境対策課 ０２９－３０１－２９６１

栃 木 県 生活環境部環境管理課 ０２８－６２３－３１９１ 生活環境部環境管理課 ０２８－６２３－３１９１

群 馬 県 環境生活部環境保全課 ０２７－２２６－２８３３ 環境生活部環境保全課、その他未定 ０２７－２２６－２８３３

埼 玉 県 環境防災部青空再生課
０４８－８３０－３０５７
０４８－８３０－３０５８

中央環境管理事務所
西部環境管理事務所
西部環境管理事務所東松山支所
秩父環境管理事務所
北部環境管理事務所
東部環境管理事務所
東部環境管理事務所越谷支所

千 葉 県 環境生活部大気保全課大気監視システム室 ０４３－２２３－３８０３ 環境生活部大気保全課大気監視システム室 ０４３－２２３－３８０３

東 京 都 環境局環境改善部環境保安課
０３－５３８８－３５４２
０３－５３２１－１１１１
　　（内線４２－４３５）

環境局環境改善部環境保安課
０３－５３８８－３５４２
０３－５３２１－１１１１
　　（内線４２－４３５）

神奈川県 環境農政部大気水質課 ０４５－２１０－４１１１

環境農政部大気水質課（特例関係）
横須賀・三浦地区行政センター環境部
県央地区行政センター環境部
湘南地区行政センター環境部
足柄上地区行政センター環境部
西湘地区行政センター環境部
津久井地区行政センター環境部

新 潟 県 県民生活・環境部環境企画課 ０２５－２８０－５３３９ 県民生活・環境部環境企画課 ０２５－２８０－５３３９

富 山 県 生活環境部環境保全課 ０７６－４４４－３１４５ 生活環境部環境保全課 ０７６－４４４－３１４５

石 川 県 環境安全部環境政策課 ０７６－２２３－９１６７

環境安全部環境政策課
南加賀保健福祉センター
石川中央保健福祉センター
能登中部保健福祉センター
能登北部保健福祉センター

福 井 県 福祉環境部環境政策課 ０７７６－２０－０３０２
福井健康福祉センター、坂井健康福祉センター、
奥越健康福祉センター、丹南健康福祉センター、
二州健康福祉センター、若狭健康福祉センター

山 梨 県 森林環境部環境活動推進課 ０５５－２２３－１５０６ 森林環境部環境活動推進課 ０５５－２２３－１５０６

長 野 県 生活環境部公害課 ０２６－２３５－７１７７ 生活環境部公害課
長野県内各保健所

岐 阜 県 健康福祉環境部環境管理課　 ０５８－２７２－１１１１
　　　　（内線２６９３）

岐阜地域振興局、西濃地域振興局、西濃地域振興局揖斐事務所、中濃地域振興局、中濃地域振
興局武儀事務所、中濃地域振興局郡上事務所、東濃地域振興局、東濃地域振興局恵那事務所、
飛騨地域振興局、飛騨地域振興局益田事務所

静 岡 県
環境部環境共生総室地球環境室地球環境スタッ
フ
（平成１４年４月１日以降は、環境森林部と名称変

０５４－２２１－３６６４ 環境部環境共生総室地球環境室地球環境スタッフ
（平成１４年４月１日以降は、環境森林部と名称変更）

０５４－２２１－３６６４

愛 知 県 環境部大気環境課
０５２－９６１－２１１１
（内線３０３３，３０３４）

尾張事務所
海部事務所
知多事務所
西三河事務所
豊田加茂事務所
新城設楽事務所
東三河事務所

三 重 県 環境部大気水質課 ０５９－２２４－２３７９ 各県民局生活環境部（県下９ヶ所）

滋 賀 県 琵琶湖環境部環境政策課大気騒音担当 ０７７－５２８－３４５８ 琵琶湖環境部環境政策課大気騒音担当 ０７７－５２８－３４５８

京 都 府 企画環境部環境企画課地球環境対策推進室 ０７５－４１４－４７０８ 京都府内保健所（京都市域を除く）

３．フロン回収破壊法に係る各都道府県・政令市登録窓口（第二種特定製品引取業者・第二種フロン類回収業者）

都道府県
登録窓口本庁問い合わせ先（担当課）

第　　２　　種　　特　　定　　製　　品
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大 阪 府 環境農林水産部環境管理課
０６－６９４１－０３５１
（内線３８５６） 環境農林水産部環境管理課

０６－６９４１－０３５１
（内線３８５６）

兵 庫 県 県民生活部環境局大気課
０７８－３４１－７７１１
（内線３３６６）

神戸県民局　   環境課
阪神南県民局　環境課
阪神北県民局　環境課
東薩摩県民局　環境課
北薩摩連民局　環境課
中薩摩県民局　環境課
西薩摩県民局　環境課
但馬県民局　　 環境課
丹波県民局　　 環境課
淡路県民局　　 環境課

０７８－３６１－８６２８，８６２９
０６－６４８１－４６５４，４６５８
０７９７－８３－３１４５，３１４６
０７９４－２１－９１３０，９３１３
０７９５－４２－９３７６，９３７７
０７９２－８１－９２０２，９２０３
０７９１－５８－２１３７，２１３８
０７９６－２６－３６５０，３６５１
０７９５－７３－３７７３，３７７４
０７９９－２６－２０７１，２０７２

奈 良 県 生活環境部環境管理課大気係 ０７４２－２２－１１０１
（内線３３９８） 生活環境部環境管理課大気係 ０７４２－２２－１１０１

（内線３３９８）

和歌山県 環境生活部環境管理課 ０７３－４４１－２６８３
和歌山市内：環境生活部環境管理課
和歌山市外：海南、岩出、高野口、湯浅、御防、田辺、新宮保健所及
び新宮保健所古座支所の８ヶ所（各保健所が管轄する市町村）

鳥 取 県 生活環境部環境政策課 ０８５７－２６－７２０６ 鳥取保健所、鳥取保健所郡家支所、倉吉保健所、
米子保健所、米子保健所根雨支所（すべて予定）

島 根 県 環境生活部環境政策課 ０８５２－２２－５２７７ 環境生活部環境政策課 ０８５２－２２－５２７７

岡 山 県 生活環境部環境管理課 ０８６－２２６－７３０５
各地方振興局総務振興部県民環境課
（岡山・東備・倉敷・井笠・高梁・阿新・真庭・津山・勝英）

広 島 県 環境生活部環境局環境対策室 ０８２－２２８－２１１１
（内線２９１７）

広島地域事務所厚生環境局環境管理課
呉地域事務所厚生環境局環境管理課
芸北地域事務所厚生環境局環境管理課
東広島地域事務所厚生環境局環境管理課
尾三地域事務所厚生環境局環境管理課
福山地域事務所厚生環境局環境管理課
備北地域事務所厚生環境局環境管理課

山 口 県 環境生活部環境政策課環境保全室大気環境班 ０８３－９３３－３０３４ 下関市内：下関市環境保全課
下関市外：各健康福祉センター

徳 島 県 県民環境部環境局循環型社会推進課 ０８８－６２１－２２０９ 県民環境部環境局循環型社会推進課 ０８８－６２１－２２０９

香 川 県 生活環境部環境局環境保全課 ０８７－８３２－３２１９ 生活環境部環境局環境保全課 ０８７－８３２－３２１９

愛 媛 県 県民環境部環境局環境政策課地球環境係
０８９－９４１－２１１１
（内線２４４４）

愛媛県県民環境部環境局環境政策課
伊予三島保健所衛生環境課
新居浜保健所衛生環境課
西条中央保健所環境保全課
今治中央保健所環境保全課
松山中央保健所環境保全課
大洲保健所衛生環境課
八幡浜中央保健所環境保全課
宇和島中央保健所環境保全課

０８９－９４１－２１１１（代）
０８９６－２３－３３６０（代）
０８９７－４４－４５５０（代）
０８９７－５６－１３００（代）
０８９８－２３－２５００（代）
０８９－９４１－１１１１（代）
０８９３－２４－３１６５（代）
０８９４－２２－４１１１（代）
０８９５－２２－５２１１（代）

高 知 県 文化環境部環境保全課 ０８８－８２３－９６８５

安芸保健所環境課
中央東保健所環境課
中央西保健所環境課
高幡保健所環境課
幡多保健所環境課（すべて予定）

福 岡 県 環境部環境保全課 ０９２－６４３－３３６０ 各保健所（予定）

佐 賀 県 環境生活局環境課大気係 ０９５２－２５－７７７４ 環境生活局環境課及び各保健所

長 崎 県 県民生活環境部環境保全課 ０９５－８２２－４７２１
西彼保健所、県央保健所、県南保健所
県北保健所、五島保健所、上五島保健所
壱岐保健所、対馬保健所

熊 本 県 環境生活部環境保全課
０９６－３８３－１１１１
（内線７３３７，７３３８，
７３３９）

環境生活部環境保全課 ０９６－３８３－１１１１
（内線７３３７，７３３８，７３３９）

大 分 県 生活環境部環境管理課大気保全担当
０９７－５３６－１１１１
（内線３１１６） 生活環境部環境管理課大気保全担当

０９７－５３６－１１１１
（内線３１１６）

宮 崎 県 生活環境部環境政策課 ０９８５－２６－７０８５ 生活環境部環境政策課 ０９８５－２６－７０８５

鹿児島県 環境生活部環境政策課 ０９９－２８６－２５８７ 環境生活部環境政策課 ０９９－２８６－２５８７

沖 縄 県 文化環境部環境保全課 ０９８－８６６－２２３６ 北部保健所、中央保健所、中部保健所
南部保健所、宮古保健所、八重山保健所
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札 幌 市 環境局環境計画部環境活動推進課 ０１１－２１１－２８７７環境局環境計画部環境活動推進課 ０１１－２１１－２８７７

仙 台 市
環境局環境部環境計画課
（平成１４年４月１日以降は、課名変更予定）

０２２－２１４－８２１９環境局環境部環境計画課
（平成１４年４月１日以降は、課名変更予定）

０２２－２１４－８２１９

千 葉 市 環境局環境保全部大気保全課自動車公害対策室 ０４３－２４５－５１９０環境局環境保全部大気保全課自動車公害対策室 ０４３－２４５－５１９０

横 浜 市 環境保全局大気騒音課 ０４５－６７１－２４８７環境保全局大気騒音課 ０４５－６７１－２４８７

川 崎 市 環境局総務部環境調整課 ０４４－２００－２３８７環境局総務部環境調整課 ０４４－２００－２３８７

名古屋市 環境局公害対策部公害対策課 ０５２－９７２－２６７４環境局公害対策部公害対策課 ０５２－９７２－２６７４

京 都 市 環境局環境企画部地球環境政策課 ０７５－２２２－３４５２環境局環境企画部地球環境政策課（平成１４年４月１日以降、未定）０７５－２２２－３４５２

大 阪 市
都市環境局環境部地球環境課
（平成１４年４月１日以降、未定）

０６－６６１５－７６３３都市環境局環境部地球環境課
（平成１４年４月１日以降、未定）

０６－６６１５－７６３３

神 戸 市 環境局環境保全指導課 ０７８－３２２－５３０３環境局環境保全指導課（平成１４年４月１日以降、未定） ０７８－３２２－５３０３

広 島 市
環境局環境企画課
環境局環境保全課（平成１４年４月１日以降）

０８２－５０４－２１８５
０８２－２４５－２１１１

環境局環境企画課
環境局環境保全課（平成１４年４月１日以降）

０８２－５０４－２１８５
０８２－２４５－２１１１

福 岡 市
環境局環境保全部環境計画課
環境局指導部環境保全課（平成１４年４月１日以降）

０９２－７１１－４２８２
未定

環境局環境保全部環境計画課
環境局指導部環境保全課（平成１４年４月１日以降）

０９２－７１１－４２８２
未定

北九州市 環境局環境保全部環境管理課 ０９３－５８２－２２３８環境局環境保全部環境管理課 ０９３－５８２－２２３８

政令市 第　　２　　種　　特　　定　　製　　品
本庁問い合わせ先（担当課） 登録窓口
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４．残存フロン類の確認方法

フロン回収破壊法第２５条第２項第３号の規定に基づき、引き取った使用済自動車

のカーエアコンに冷媒としてフロン類が含まれているか否かを確認する体制として

当該書類を事業所に備え、以下の方法により確認することとしています。

■エアコンシステム装着の有無を確認

ボンネットを開け、エンジンルーム内にコンプレッサ等エアコンシステム部品の装着の有

無を確認する。

　　　　　　　　□装着　　　　　　　　　　　　　　　 　　 □非装着

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フロン類が含まれていると判断する　　　フロン類は含まれていないと判断する

・ 車両の前方部が事故等で破損している場合の確認

エアコンシステム装着の有無を確認（上記同様）

　　　　　　　　　（装着）

■ コンデンサが破損（穴や裂傷）していない　　　　　　　　□破損している

■ エアコン配管、ホースが破損（穴や裂傷）していない　　　□破損している

フロン類が含まれていると判断する　　　フロン類は含まれていないと判断する

■必要に応じて、以下により確認 　　　　　　　　　　　　

□使用済自動車の引取り時に、使用者にカーエアコンの効きについて質問する。

□実際にカーエアコンを作動させて、効き具合、コンプレッサの作動、サイトグラスがあ

る場合冷媒の流れを確認する。

レシーバタンク

ゴムホース

コンデンサ

コンプレッサ

クーリングユニット

＜エアコンシステム装着例＞
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５．法第２７条第１項各号（第二種特定製品引取業者の場合）又は法第３１条第１項

各号（第二種フロン類回収業者の場合）に該当しない者であることを誓約した旨の書

面の例

誓　約　書

登録申請者及びその役員は、特定製品に係るフロン類の回
収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２７（３１）条
第１項各号に該当しない者であることを誓約します。

　　　　　　　　　　　　
    　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                      年　　　　月　　　　日

        　　　　　　　　　　　申　請　者　　　　　　　　　印

   　   　　　知　事（市長）　殿
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６．都道府県等による第二種特定製品引取業者登録通知書の例

第二種特定製品引取業者登録通知書

　住　所

　氏　名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（第２６条第

２項／第２８条において準用する同法第１２条第２項／第２８条において準用する
同法第１３条第２項）の規定により、（第二種特定製品引取業者として登録した／

登録の更新を行った／登録の変更を行った）ことを通知する。 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県知事（市長）　　　印

　　　　　登録番号

　　　　　登録年月日

　　　　　有効期間満了年月日
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７．第二種フロン類回収業者登録申請書の記載要領

（申請書表面）
様式第４の４（第１２条の５関係）

新規は未記入。更新時に「登録番号」（表面）
と「登録年月日」を記入する。登 録第二種フロン類回収業者 申請書

登録の更新
該当しない方

※登録番号を消す。
※登録年月日

申請する平成１４ ４ １年 月 日
日を記入○○県知事 △△ ■■ 殿

１００－０００１（郵便番号）
第二種フロン住 所 ★★県製造市破壊８－９－１０
類回収業を行氏 名 株式会社 回収促進
う者の氏名代表取締役 促進 次郎 印
（個人）又は（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
名称（法人）電話番号 (９９９)８８８－７７７７
を記入。

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２９条第２項
（第３３条第１項において準用する同法第１２条第２項）の規定により、必要な書類を添
えて第二種フロン類回収業者の登録（登録の更新）を申請します。

事業所の名称及び所在地
名 称 株式会社 回収促進 愛宕山事業所

２２２－２３２２所在地 （郵便番号）
３－２－１○○県愛宕山市促進

（６６６）５５５－４４４４電話番号
回収しようとするフロン類の種類

○ＣＦＣ
ＨＦＣ

フロン類回収設備の種類、能力及び台数
設備の種類 能 力

200g/min未満 200g/min以上
ＣＦＣ用 台 台３
ＨＦＣ用 台 台
ＣＦＣ、ＨＦＣ兼用 台 台

該当する欄に全て○を付ける。 所有あるいは利用可能な回収設備について、設備の種類ごとに
記入例は、、ＣＦＣが充てんされているカーエアコンか その能力に応じて、台数を記入。
らフロン類を回収する場合。

様式第４の４（申請書裏面）
（裏面）
１ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。備考
「回収しようとするフロン類の種類」の欄には、該当するものに丸印を記入するこ２
と。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合にお
いて、署名は必ず本人が自署するものとする。
５ 下記の欄には、申請に係る事項の補足的説明、フロン類の回収を自ら行う者
又はフロン類の回収に立ち会う者の氏名等を、任意に記載することができる。

※注：複数の事業所をまとめて申請する場合の申請方法については、【Ⅷ．８参照】によってください。
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８．回収業を行う複数の事業所をまとめて申請する場合の申請方法

第二種フロン類回収業を行う場合、事業所毎にその所在地を管轄する都道府県知事等に登録申
請する必要があります。
ただし、複数の事業所をまとめて申請する場合には、事業所毎の申請書の他、以下の書類を添
付してください。
・住民票等の写し（個人）又は登記簿謄本（法人） 一通
・欠格要件に該当しないことを説明する書類（誓約書） 一通
・フロン類回収設備の所有権（使用する権原）を証する書類、フロン類回収設備の種類及
び能力を説明する書類については、申請に係る事業所毎に必要。

申請書２枚目以降申請書１枚目

様式第４の４（第１２条の５関係） 様式第４の４（第１２条の５関係）

（表面） （表面）
登 録 登 録

第二種フロン類回収業者 申請書 第二種フロン類回収業者 申請書
登録の更新 登録の更新

※登録番号 ※登録番号
※登録年月日 ※登録年月日

年 月 日 年 月 日平成１４ ４ １ 平成１４ ４ １

○○県知事 △△ ■■ 殿 ○○県知事 △△ ■■ 殿

１００－０００１ １００－０００１（郵便番号） （郵便番号）
８－９－１０ ８－９－１０住 所 住 所★★県製造市破壊 ★★県製造市破壊

株式会社 回収促進 株式会社 回収促進氏 名 氏 名
印 印代表取締役 促進 次郎 代表取締役 促進 次郎

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
(９９９)８８８-７７７７ (９９９)８８８-７７７７電話番号 電話番号

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２９条第２項 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２９条第２項

（第３３条第１項において準用する同法第１２条第２項）の規定により、必要な書類を添 （第３３条第１項において準用する同法第１２条第２項）の規定により、必要な書類を添

えて第二種フロン類回収業者の登録（登録の更新）を申請します。 えて第二種フロン類回収業者の登録（登録の更新）を申請します。

事業所の名称及び所在地 事業所の名称及び所在地

名 称 名 称
株式会社回収促進 愛宕山事業所 株式会社回収促進 赤坂事業所

２２２－２３２２ ２２２－５５５５所在地 （郵便番号） 所在地 （郵便番号）

３－２－１ ３－３－３○○県愛宕山市促進 ○○県赤坂市普及

(６６６)５５５－４４４４ (６６６)４４４－１１１１電話番号 電話番号

回収しようとするフロン類の種類 回収しようとするフロン類の種類
○ ○ＣＦＣ ＣＦＣ

○ＨＦＣ ＨＦＣ

フロン類回収設備の種類、能力及び台数 フロン類回収設備の種類、能力及び台数

設備の種類 能 力 設備の種類 能 力

200g/min未満 200g/min以上 200g/min未満 200g/min以上

ＣＦＣ用 台 台 ＣＦＣ用 台 台３ ３

ＨＦＣ用 台 台 ＨＦＣ用 台 台３

ＣＦＣ、ＨＦＣ兼用 台 台 ＣＦＣ、ＨＦＣ兼用 台 台３

一枚目は、記載要領に従い全て記入。 二枚目以降も、記載要領に従い全て記入する。
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9．フロン類回収装置の種類及び能力一覧表

社　　名 機種名「型式」 備        考

ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 100ｇ 100ｇ以上 200ｇ
未満 200ｇ未満 以上

㈱アイハラ ＡＦＣ－04 ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502
ＡＦＣ－04Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410. 404.

500. 502

ＡＦＣ－04Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410. 404.
500. 502

アキツ精機 ＩＨＡ－Ｒ12 ○ ○ ○ 12
㈱ ＩＨＡ－Ｒ134ａ ○ ○ ○ 134a

ＩＨＡ－Ｒ22 ○ ○ ○ 22
ＩＨＡ－Ｒ500 ○ ○ ○ 500
ＩＨＡ－Ｒ502 ○ ○ ○ 502

ＩＨＡ－Ｒ12Ｍ ○ ○ ○ 12
ＩＨＡ－Ｒ134aＭ ○ ○ ○ 134a
ＩＨＡ－Ｒ22Ｍ ○ ○ ○ 22
ＩＨＡ－Ｒ502M ○ ○ ○ 502
ＩＨＡ－Ｒ22B ○ ○ ○ 22

アサダ㈱ 4000Ｊ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a

4000ＪⅡ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407．410
Ｒ50 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407．410
Ｒ60 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407．410
Ｒ60Ｓ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407．410
Ｒ120Ｗ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407．410

インフィコン Ｘｔｒａｃｔ－Ｒ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407．410
㈱エスコ ＦＡ100ＡＡ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．404. 407．410

500. 502
ＥＡ100ＡＢ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．404. 407．410

500. 502
ＥＡ100ＣＡ－22 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
ＥＡ100ＣＡ－400 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407．410

荏原テクノ Y-FRU（標準型）○ ○ ○ ○ 11. １１3. 123
　　サーブ㈱ Y-FRU（業務型）○ ○ ○ ○ 11. １１3. 123
奥田工機㈱ ＲＧＣ－101 ○ ○ ○＊ 12

ＲＧＣ－102 ○ ○ ○＊ 12
ＲＧＣ－103 ○ ○ ○ ○＊ 12. 134a
ＦＲＳ－42－1 ○ ○ ○ ○＊ 12. 134a. 114
ＲＧＣ－104 ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ＲＧＣ－105 ○ ○ ○ ○ 12. 134a

ＲＧＣ－105Ｍ ○ ○ ○ 12. 134a
オーム電気 ＰＲＳ650Ａ ○ ○ ○＊ 134a

ＰＲＳ650Ｂ ○ ○ ○＊ 12
ＰＲＳ650ＤＡ ○ ○ ○＊ 134a
ＰＲＳ650ＤＢ ○ ○ ○＊ 12
ＴＸ－200 ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．502

カルソニック Ｃ－01ＲＥ－Ａ ○ ○ ○＊ 12

カンセイ㈱ Ｃ－01ＲＥ－Ｂ ○ ○ ○＊ 12
ＮＡ－21 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502

環境システム ＲＣ－223 ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．114. 502
五洋電気 GＹＲ－12Ａ ○ ○ ○＊ 12

ＧＹＲ－22Ａ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
ＧＹＲ－12Ｓ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502

ＧYR－22Ｓ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 404A. 407C. 410A

　　登録申請の際に必要となる「回収設備の種類」と「能力を示す書類」を作成する場合の参考としてまとめたものです。

　

回収できる
冷媒フロン類の種類 回　収　能　力 通産省検

定又は自
己認証品 (回収できるフロン類の

冷媒番号)
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社　　名 機種名「型式」 備        考

ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 100ｇ 100ｇ以上 200ｇ
未満 200ｇ未満 以上

コーパック ＫＰＫ－01Ａ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22
(ﾀｶﾔﾏ設備) ＫＰＫ－02Ｂ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502

ＫＰＫ－02Ｙ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
ＫＰＫ－02Ｅ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
ＫＯＲＰＡＫ－27 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
ＩＲＳ－9000 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407. 410

ＰＲＯＭＸＲＰ5000 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
三協自工 MRC300 ○ ○ ○＊ 12
三洋電機㈱ SRU-400R ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 500. 502

SFR-3300 ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
正栄電機 ＣＴ－１ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502
ＥＧｱﾌ゚ﾗｲｱﾝｽ 01636 ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 500. 502
ジャテック㈱ 12134Ｂ ○ ○ ○ ○ 12. 134a．

17100 ○ ○ ○ 12
17350 ○ ○ ○＊ 12
17350Ｃ ○ ○ ○＊ 12
17400 ○ ○ ○＊ 12
17500 ○ ○ ○ ○ 12. 22. 500. 502
17500Ｂ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 500. 502

17505Ｊ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
17620Ｊ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
17650Ｊ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．502
17660Ｂ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
25152 ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
25152Ａ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
25152Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 404. 407. 410

500. 502
25200Ａ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
25200Ｂ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a. 404. 407. 410

500. 502
25177 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 404. 407. 410

500. 502

25202Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 404. 407. 410
500. 502

34400 ○ ○ ○＊ 134a
34700 ○ ○ ○＊ 134a
34700－2Ｋ ○ ○ ○ 134a
34800－2Ｋ ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ＡＣＲ5Ｊ ○ ○ ○ ○＊ 12. 134a

ＡＣＲ－6012 ○ ○ ○＊ 12
ＡＣＲ－6134 ○ ○ ○＊ 134a

㈱ｾﾞｸｾﾙ ZRR07-10A ○ ○ ○＊ 12
ｺｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ ZRR02-11A ○ ○ ○＊ 12

ZRR07-12A ○ ○ ○＊ 12
㈱ｾﾞｸｾﾙ ZRR07-10A1 ○ ○ ○＊ 12
ｳﾞｱﾚｵｸﾗｲﾒｰ ZRR07-12B ○ ○ ○＊ 12
ﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ ZRR21-20A ○ ○ ○＊ 134a

1070Xl ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ダイキン工業㈱ＰＶ04Ａ ○ ○ ○ ○＊ 12.　22.　502

ＣＦＫ－Ｈ3Ｊ ○ ○ ○＊ 12
大昭和産業 01090 ○ ○ ○＊ 134a

通産省検
定又は自
己認証品 (回収できるフロン類の

冷媒番号)

回収できる
冷媒フロン類の種類 回　収　能　力



　　　　　　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                   

社　　名 機種名「型式」 備        考

ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 100ｇ 100ｇ以上 200ｇ
未満 200ｇ未満 以上

タスコジャパンＴＡ110Ｒ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407. 410
　㈱ ＴＡ110Ａ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407. 410

ＴＡ110Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407. 410
ＴＡ110Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．407. 410

中京ＥＧ Ｆ－40 ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502
中国冷空工 ＣＦＲ－125Ｌ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502

ＣＦＲ－125ＬⅡ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502

デンゲン㈱ ＣＳ－ＲＦ100 ○ ○ ○＊ 12
ＣＳ－ＲＦ100Ｙ ○ ○ ○ 12
ＣＳ－ＲＦ134Ｙ ○ ○ ○ 134a
ＣＳ－ＲＦ50ＹＤ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ＣＳ－ＲＦ80ＹＤ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ＣＳ－ＲＦ55ＹＤ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410 . 502

ＣＳ－ＲＦ85ＹＤ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410 . 502
ＣＳ－ＲＦ500ＹＤ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
ＣＳ－ＲＦ210 ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ＣＳ－ＲＦ210ＳＸ ○ ○ ○ ○ 12. 134a

㈱デンソー ＥＳＲ－10ＡＣ ○ ○ ○＊ 12
日本電装㈱ ＥＳＲ－10ＡＣＲ ○ ○ ○＊ 12

ＥＳＲ－20ＡＣＲ ○ ○ ○ ○＊ 12. 134a

東芝キヤリアＦＲ－ＰＭ182 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
ＥＧ㈱ ＦＲ－ＰＭ201 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410

ＦＲ－ＦＭ1001 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
トキメック ＦＫ－1 ○ ○ ○＊ 12

ＦＫ－2 ○ ○ ○＊ 12
東洋ｷﾔﾘｱ 12RA001100-21 ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 500. 502
㈱東洋ｴﾝﾀｰ T10128 ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ﾌﾟﾗｲｽﾞ
桃陽電線 ＭＩＮＩ－Ｒ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502

ＧＯＬＤＥＮーＮＡＧＧＥＴ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
㈱中嶋自動 ＮＡ－601 ○ ○ ○＊ 12
車電装 ＮＡ－610 ○ ○ ○ ○＊ 12. 22

ＮＡ－810 ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502

ＮＡ－811 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．502
ＮＡ－710 ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502
ＮＡ－711 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．502
ＮＡ－600 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ＮＡ－400 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ＮＡ－1100 ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502

ＮＡ－1100Ｓ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
ＮＡ－730 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
ＮＡ－730Ｓ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
ＮＡ－740 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
ＮＡ－740Ｓ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
ＮＡ－750Ｓ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
ＮＡ－1000Ｗ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502

ＮＹＲ－600ＮＡ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
ＣＡＬ－400 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 134a
ＮＲＵ－21 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
ＮＡ－21 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502

ハマ冷機 EJ-R753A ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502
㈱日立空調 SE-20RU ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 500. 502
　　システム SE-21RU ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502

通産省検
定又は自
己認証品 (回収できるフロン類の

冷媒番号)

回収できる
冷媒フロン類の種類 回　収　能　力
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社　　名 機種名「型式」 備        考

ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 100ｇ 100ｇ以上 200ｇ
未満 200ｇ未満 以上

㈱日立製作所 ＳＲＰ－02 ○ ○ ○ 11
ＳＰＣ－03 ○ ○ ○ 11
ＹＦ－01Ｓ ○ ○ ○ 11

日立ｶｰｴﾚｸﾄﾛHR-2000 ○ ○ ○＊ 12
ﾆｸｽ HR-5000 ○ ○ ○＊ 12
文化貿易工 ＣＲ500Ｊ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
業㈱ ＣＲ600Ｊ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410

ＲＭ－14000 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
ＡＲ－200Ｊ ○ ○ ○ 134a
ＡＲ－212ＴＲＪ ○ ○ ○ 12
ＡＲ－400Ｊ ○ ○ ○ 12

ホーザン㈱ ＨＡ－1000 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 134a
松下電器産 ＣＦＲ－1020Ｒ ○ ○ ○＊ 12
業㈱ ＣＦＲ－2020Ｓ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22

ＣＦＲ－1020Ｓ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22
松下ｴｱｺﾝ HS-BF410A ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
三笠ｻｰﾋﾞｽ Ｒ300－ＭＨ ○ ○ ○＊ 12
マツダ産業 ＭＦＲ－910 ○ ○ ○＊ 12

ＭＦＲ－930 ○ ○ ○＊ 12

ＭＦＲ－925 ○ ○ ○＊ 12
ＭＦＲ－240 ○ ○ ○ ○＊ 22. 502
ＭＦＲ－940 ○ ○ ○＊ 12
ＭＦＲ－410 ○ ○ ○＊ 134a
ＭＦＲ－921 ○ ○ ○＊ 12
ＭＦＲ－420 ○ ○ ○ ○ 12. 134a

三菱重工業 ＵＲＲ102 ○ ○ ○＊ 12
㈱ ＵＲＲ103 ○ ○ ○＊ 12

ＵＲＲ103A ○ ○ ○＊ 12
ＵＲＲ103B ○ ○ ○＊ 12
ＵＲＲ120 ○ ○ ○＊ 12

三菱重工 MOR751 ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a. 404. 407. 502
冷熱機材㈱ MOR400 ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502

MOR405Ｊ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
MOR405ＪＨ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
MOR405ＪＨＸ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410
ＲＰ5410 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 404. 407. 502
ＭＯＲ4000Ｊ ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
ＭＯＲ4000ＪⅡ ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410

三菱電機ｴﾝ FR-06A ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ FR-06B ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 404. 410

FR-07A ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 404.407. 410
FRJ-07A ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 404.407. 410
FR-20A ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．114. 502

三菱電機ﾋﾞﾙ MRK-06A ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．500. 502
ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱ MRK-20A ○ ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 134a．114. 502

MRK-50A ○ ○ ○ ○＊ 12. 22. 502
ヤマダコーポRRS-20 ○ ○ ○ ○ 12. 134a
レーション㈱ RCS-20 ○ ○ ○ ○ 12. 134a

PFR-10 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a..407ｃ. 410
ユニクラ セルコン8000 ○ ○ ○＊ 12

セルコン1000AB ○ ○ ○＊ 12

通産省検
定又は自
己認証品 (回収できるフロン類の

冷媒番号)

回収できる
冷媒フロン類の種類 回　収　能　力
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社　　名 機種名「型式」 認証番号 備        考
及び自己

ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 100ｇ 100ｇ以上 200ｇ   認証品 (回収できるフロン)
未満 200ｇ未満 以上

㈱ロテックス RP-5000 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a．500. 502
RP-5410 ○ ○ ○ ○ ○ 12. 22. 134a. 407. 410

渡商会 ｶﾞｽﾊﾟｯｸ12V1 ○ ○ ○＊ 12

　（通産省の検定制度については、平成９年４月に既に廃止されており、それ以降製造された回収装置（低圧ガス用
を除く）は全て自己認証品となっています。）

自己認証品は○
通産省検定は○＊

回収できる冷媒 回　収　能　力
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１０．登録審査評価事例

第二種フロン回収業者の登録申請の際には以下の事項を評価することとなっています。

ア．フロン類の回収に使用する回収設備の種類が、回収しようとするフロン類の種類に対応している
こと。

＜事 例＞

基準を満たさない例基準を満たす例

様式第４の４（第１２条の５関係） 様式第４の４（第１２条の５関係）

（表面） （表面）
登 録 登 録

第二種フロン類回収業者 申請書 第二種フロン類回収業者 申請書
登録の更新 登録の更新

※登録番号 ※登録番号
※登録年月日 ※登録年月日

年 月 日 年 月 日平成１４ ４ １ 平成１４ ４ １

○○県知事 △△ ■■ 殿 ○○県知事 △△ ■■ 殿

１００－０００１ １０１－４４０１（郵便番号） （郵便番号）
８－９－１０ 幸６－６－１０住 所 住 所★★県製造市破壊 ★★県日比谷市

株式会社 回収促進 排出抑制 株式会社氏 名 氏 名
印 印代表取締役 促進 次郎 代表取締役 若 太郎

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
(９９９)８８８-７７７７ (５６７)４４８-１１１７電話番号 電話番号

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２９条第２項 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第２９条第２項

（第３３条第１項において準用する同法第１２条第２項）の規定により、必要な書類を添 （第３３条第１項において準用する同法第１２条第２項）の規定により、必要な書類を添

えて第二種フロン類回収業者の登録（登録の更新）を申請します。 えて第二種フロン類回収業者の登録（登録の更新）を申請します。

事業所の名称及び所在地 事業所の名称及び所在地

名 称 名 称
株式会社回収促進 愛宕山事業所 排出抑制株式会社 大塚事業所

２２２－２３２２ ８８８－３４３４所在地 （郵便番号） 所在地 （郵便番号）

３－２－１ ４－４－４○○県愛宕山市促進 ○○県大塚市田端

(６６６)５５５－４４４４ (３４３)５６４－０２０２電話番号 電話番号

回収しようとするフロン類の種類 回収しようとするフロン類の種類

○ ○ＣＦＣ ＣＦＣ

ＨＦＣ ＨＦＣ

フロン類回収設備の種類、能力及び台数 フロン類回収設備の種類、能力及び台数

設備の種類 能 力 設備の種類 能 力

200g/min未満 200g/min以上 200g/min未満 200g/min以上

ＣＦＣ用 台 台 ＣＦＣ用 台 台３

ＨＦＣ用 台 台 ＨＦＣ用 台 台３

ＣＦＣ、ＨＦＣ兼用 台 台 ＣＦＣ、ＨＦＣ兼用 台 台

回収しようとするフロン類「CFC」とフ
ロン類回収設備の種類「CFC用」が一致
している。

回収しようとるすフロン類の
種類と回収設備の種類が一致
していない。
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１１．都道府県等による第二種フロン類回収業者登録通知書の例

第二種フロン類回収業者登録通知書

住 所

氏 名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（第３０条第２

項／第３３条第１項において準用する同法第１２条第２項／第３３条第１項において

準用する同法第１３条第２項）の規定により、（第二種フロン類回収業者として登録

した／登録の更新を行った／登録の変更を行った）ことを通知する。

都道府県知事（市長） 印

登録番号

登録年月日

有効期間満了年月日


